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【事例内容】

周氏は1994年５月、上海のある会

社に入社し経営管理を担う役職に就

いた。1996年には会社傘下のレスト

ランで責任者としてその管理を請け

負ったが、2002年に請負期間が満了

し、レストランの経営権を会社に返

還。その後、新たに職務を手配し直

すことを会社に数回要求したが同意

を得られなかった。事実上レイオフ

の状態となったが、会社は周氏と定

期的に労働契約を締結し、引き続き

社会保険料を納付した。

2007年12月５日、会社は周氏に

「会社は、周氏との労働契約を終了

し、再び更新しない。また2007年12

月 15日付で労働契約を終了するこ

とを決定する」と明記した労働契約

終了通知書を渡した。周氏は、会社

との協議により１万元余りの補償金

を得られるが、それ以降雇用される

ことはないことを知った。

（1）仲裁

周氏は会社の解雇に同意せず、

2008 年１月３日に会社所在地の労

働争議仲裁委員会に仲裁を申し立て

た。しかし周氏は開廷に出席でき

ず、その後再び申し立てを行った

が、仲裁の申し立て期限を過ぎてい

たため、仲裁委員会に受理されな

かった。

（2）一審

2008年３月、周氏は2007年12月

５日付の労働契約終了通知書を撤回

し、双方の労働関係回復を会社に要

求する旨の起訴状を会社所在地の裁

判所に提出した。
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審理において、周氏は「労働契約を

終了する会社の行為は理にかなって

いない。労働契約期限は2008年１月

で終了するが、会社での勤務期間は

既に満10年に達するため、「労働契約

法」に基づき、無固定期限労働契約を

締結することを会社に要求する権利

を有する」と主張した。

会社の代理人は、「1996年８月から

周氏は既に会社に勤務しておらず、

会社との労働関係は存在しない。会

社は周氏および周氏により雇用され

た従業員のかわりに、社会保険料を

納付していたにすぎない」と主張。ま

た「労働契約は確かに存在するが、

1996年に周氏がレストランの経営権

を請け負った時点で双方の労働関係

は存在せず、10数年の勤続年数も当

然存在しない。したがって、会社は一

方的に労働契約を終了することがで

きる」と主張した。

2008年５月28日、裁判所により周

氏と会社の和解の合意が成立した。双

方の間の労働関係は2007年12月15日

付で解除したとみなし、会社は労働関

係解除の経済補償金合計１万9,500元

を周氏に支払うこととなった。

【弁護士コメント】

本件は調停の方法で双方が和解した

ため、道理が明確な判決書を見ることが

できなかった。しかし双方当事者の立場

からみれば、争議が速やかに和解で解決

されることは喜ばしいことである。

双方の間に期間が満了していない労

働契約が存在し、また従業員の会社で

の勤務が満10年である場合、労働契約

を解除または終了することができる法

定事由は存在しないため、会社は一方

的に労働契約を解除または終了するこ

とはできない。従業員が労働関係を回

復し、無固定期限労働契約を締結する

という要求は、仲裁および裁判所の支

持を得られると考える。

本件が和解により解決したことは、

ある意味において周氏と会社の関係が

比較的特殊だったためといえる。労働

契約はあるが、周氏は長期勤務してお

らず、また会社は周氏のために社会保

険を納付しているが、賃金を支払って

いないからだ。したがって、和解によ

る解決が本件の最もよい解決方式では

ないかと考える。

《「ポイント解説・中国労務管理」は、

隔週火曜日の掲載となります》


